
津波対策施設整備（ハード対策）等

中央防災会議「東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震･津波対策に関する専門調査会」報告（平成23年9月28日）より作成

≪津波レベル≫

発生頻度は比較的高く、津波高は低いものの
大きな被害をもたらす津波

比較的頻度の高い津波（レベル１）

住民財産の保護、地域経済の安定化、効率的な生産拠
点の確保の観点から、海岸保全施設等を整備

≪基本的考え方≫
海岸保全施設等は、発生頻度の高い一定程度の津波高に対し
て整備を進め、設計対象の津波高を超えた場合でも、施設の
効果が粘り強く発揮できるような技術開発を進める。

最大クラス津波（レベル２）

多重防御（ハード＋ソフト対策）

≪津波レベル≫

発生頻度は極めて低いものの、発生すれば
甚大な被害をもたらす津波
住民等の生命を守ることを最優先とし、住民の避難を軸に、
とりうる手段を尽くした総合的な津波対策を確立

≪基本的考え方≫
「減災」の考え方に基づき、対策を講ずる。そのため、ハード対策(海
岸保全施設等)によって津波被害を軽減し、それを超える津波に対し
ては、避難することを中心とするソフト対策(ハザードマップ等)を重視
する。

●今後の津波対策を構築するにあたっては、基本的に二つのレベルの津波を想定する必要がある。
●一つは発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす津波。
●もうひとつは最大クラスの津波に比べて発生頻度は高く、津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波。

【津波レベルと津波対策の基本的な考え⽅】
■内閣府中央防災会議…平成23年3⽉11⽇に発⽣した東⽇本⼤震災による甚⼤な津波被害を受け、 これからの津波対策の考え⽅を

平成23年9⽉28⽇に⽰した。

「第４次地震被害想定」の策定
・平成25年2月13日 中間報告公表
・平成25年6月27日 第一次報告公表
・平成25年11月29日 第二次報告公表

１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》 －安全 安⼼ 港      物流機能継続性 確保－
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

【第４次地震被害想定の概要①】
１．第4次地震被害想定の経緯と予定 ２．第4次地震被害想定の想定項⽬

３．第4次地震被害想定の対象地震

４．駿河    南海   沿  発⽣  地震 震度分布

主な想定項目

自然現象 地震動、液状化、津波、山崖崩れ

人的・物的被害
揺れ・津波などによる建物被害、火災被害、建物倒壊・津
波などによる人的被害

被害・対応シナリオ
地震発生時の被害と対応の推移を項目別に時系列形式で
整理

ライフライン被害 上水道、下水道、電力、通信、ガス

交通施設等の被害 道路、鉄道、港湾、飛行場・ヘリポート

生活支障等
避難者、物資不足、医療機能支障、住機能支障、し尿・ご
み・瓦礫

経済被害 直接的経済被害、間接的経済被害

その他の被害 エレベータ閉じ込め、災害時要援護者、文化財被害など

被害・対応シナリオ
第1次報告の「被害・対応シナリオ」に第2次報告の想定結
果を追加し確定

区分

第1次
報告

第2次
報告
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

【第４次地震被害想定の概要②】
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１．１ 整備構想の重点テーマ

【 強み・弱み① ［⾵⽔害（⾼潮）／地震／津波］ 】

大規模地震・津波が発生した場合に備え、平常時に行うべき活動（施設整備を含む）や災害時における物流機能等の早期復旧の
ための方法、手段などを取り決めておく計画

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

災害種別 清水港 田子の浦港 御前崎港

風水害
（高潮）

被害想定
既往最高潮位　TP+1.37m
近隣の高潮対策　TP+7.26（清水海岸　三保～蛇
塚）

既往最高潮位　TP+1.96m
近隣の高潮対策　TP+17.0m（田子の浦港海岸）

既往最高潮位　TP+1.43m
近隣の高潮対策　TP+6.2m（御前崎港海岸）

各港への
影響

(強みと弱み)

台風：防波堤の遮蔽効果により、港内の静穏度は
　　　比較的高い。
高潮：天端が低い一部の物揚場等で浸水の可能
　　　性がある。

台風：防波堤が短いため、港内に波浪が直接進入
　　　する。
　　　港口が漂砂で埋没する可能性がある。
高潮：港内で浸水被害が発生する可能性がある。

台風：防波堤の遮蔽効果により、港内の静穏度は
　　　比較的高い。

地震 被害想定

■駿河・南海トラフ
　《レベル１：東海・東南海・南海地震》
　地表震度　6強
　《レベル２：南海トラフ巨大地震（東側）》
　地表震度　6強～7
　地盤変動量　レベル１　約1.5m隆起
　　　　　　　レベル２　約3.0m隆起
■相模トラフ
　《レベル１：大正型関東地震》
　《レベル２：元禄型関東地震》
　地表震度　5弱

■駿河・南海トラフ
　《レベル１：東海・東南海・南海地震》
　地表震度　6弱
　《レベル２：南海トラフ巨大地震（東側）》
　地表震度　6弱～6強
　地盤変動量　レベル１　無（わずかに隆起）
　　　　　　　レベル２　無（わずかに隆起）
■相模トラフ
　《レベル１：大正型関東地震》
　《レベル２：元禄型関東地震》
　地表震度　5弱～5強

■駿河・南海トラフ
　《レベル１：東海・東南海・南海地震》
　地表震度　6弱～6強
　《レベル２：南海トラフ巨大地震（東側）》
　地表震度　6強～7
地盤変動量　レベル１　約1.5ｍ隆起
　　　　　　レベル２　約2.0ｍ隆起
■相模トラフ
　《レベル１：大正型関東地震》
　《レベル２：元禄型関東地震》
　地表震度　4

各港への
影響

(強みと弱み)

南海トラフ陸側地盤の隆起により、岸壁水深が浅
くなる可能性あり。
（公共岸壁最大水深-15m → -12m）
相模湾側の地震に対しては、首都圏のバックアッ
プとしての機能を果たせる可能性大。

南海トラフ陸側地盤の隆起の影響が少ない。
相模湾側の地震に対しては、首都圏のバックアッ
プとしての機能を果たせる可能性大。

南海トラフ陸側地盤の隆起により、岸壁水深が浅
くなる可能性あり。
（公共岸壁最大水深-14m → -12m）
相模湾側の地震に対しては、首都圏のバックアッ
プとしての機能を果たせる可能性大。

津波 被害想定

■駿河・南海トラフ
《レベル１》
　最大浸水深：概ね　1～2m
《レベル２》
　最大浸水深：概ね　3～5m
　浸水開始時間：約550秒（新興津ふ頭）

■駿河・南海トラフ
《レベル１》
　最大浸水深：概ね　0.3～1m
《レベル２》
　最大浸水深：概ね　1～2m
　浸水開始時間：約750秒（中央ふ頭）

■駿河・南海トラフ
《レベル１》
　最大浸水深：概ね　3～5m
《レベル２》
　最大浸水深：概ね　5～10m
　浸水開始時間：約450秒（女岩地区）

各港への
影響

(強みと弱み)

３港のなかで
　比較的浸水被害が少ない。
　港内や駿河湾内の航路等水域の啓開に時間を要
　する可能性がある（漂流物が多い。駿河湾口か
　ら遠い。）。

３港のなかで
　最も浸水被害が少ない。
　港内や駿河湾内の航路等水域の啓開にやや時間
　を要する可能性がある（漂流物がやや多い。駿
　河湾口から遠い。）。

３港のなかで
　比較的浸水被害が大きい。
　港内や駿河湾内の航路等水域の啓開が比較的容
　易。（漂流物が少ない。外洋に近い。）
　→完成車が漂流した場合は撤去に時間を要する
　　（全車両生存者安否確認が必要）
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

【 強み・弱み ② ［⽕⼭噴⽕災害（富⼠⼭）／原⼦⼒災害（浜岡原発）］】
災害種別 清水港 田子の浦港 御前崎港

火山噴火災害
（富士山）

被害想定
富士山から約40km（直線距離）
影響軽微（火山灰の堆積0～2cm）

富士山から約25km（直線距離）
影響有り（火山灰の堆積2～10cm）
溶岩流到達などは想定されていない

富士山から約95km（直線距離）
影響なし

各港への
影響

(強みと弱み)

荷役作業への影響がある（軽微）。
・降灰による視界不良の恐れがある。
・場合により堆積した火山灰の除去が必要。
・荷役機械類やパソコン等精密機器類の停止、
　誤作動の恐れがある。

荷役作業への影響がある。
・降灰による視界不良の恐れがある。
・堆積した火山灰の除去が必要。
・荷役機械類やパソコン等精密機器類の停止、
　誤作動の恐れがある。

通常荷役作業が可能

原子力災害
（浜岡原発）

被害想定
浜岡原発から約50km（直線距離）
UPZ（31km圏）外

浜岡原発から約75km（直線距離）
UPZ（31km圏）外

浜岡原発から約7km（直線距離）
PAZ（5km圏＋御前崎）内

各港への
影響

(強みと弱み)

通常の荷役作業が可能であるが、風評被害による
使用回避（貨物量の減少）の恐れがある。

通常の荷役作業が可能であるが、風評被害による
使用回避（貨物量の減少）の恐れがある。

通常の荷役作業が可能であるが、風評被害による
使用回避（貨物量の減少）の恐れが大きい。
内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出し
た場合、全員即時避難の可能性あり。

【備考】

地震 地表震度 静岡県第４次地震被害想定一次報告

地盤変動量 静岡県第４次地震被害想定二次報告

加速度 検討中

津波 最大浸水深 静岡県第４次地震被害想定一次報告

浸水開始時間 南海トラフ巨大地震ケース①　１cm浸水時間

ＰＡＺ 予防的防護措置を準備する区域（発電所から5kmに含まれる自治区等に加え、御前崎の岬部を含む範囲）

ＵＰＺ 緊急時防護措置を準備する区域（発電所から概ね半径31kmに含まれる自治区等）

ＰＰＡ プルーム通過時の被ばく避けるための防護措置を実施する地域（具体的な範囲については、今後、原子力規制委員会で検討）

   原子力
   災害

被災施設の復旧優先順位は、施設被災の程度、緊急輸送の必要性、背後企業等の復旧状況、施設利用ニーズ等から総合的に判断することとし、
みなと機能継続計画においては、判断プロセス（決定方法等）を定めておくものとする。
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

避難誘導計画

緊急時の体制強化

被害想定

◆新規避難施設設置
◆既存施設の避難施設化
◆誘導看板等設置

◆避難ルートの選定
◆避難困難エリアの把握
◆避難⽀障物の把握

◆緊急時体制 整理
◆関係者間の連携強化
◆各種協定の締結
◆訓練実施

◆被害規模の把握
◆応急復旧⽬標 設定
◆応急復旧⼯法 事前想定

◆備蓄資機材の確保
◆電源設備等の移設

◆被害の低減
・粘り強い防波堤
・海岸保全施設
 漂流物対策
・各施設の耐震・免震化

緊急物資輸送
◆地域防災計画へ位置付け
◆輸送体制 確⽴
◆応急復旧対策（←被害想定）

短期対策 短・中期対策

物流機能早期復旧
◆復旧⽬標 設定
◆必要な施設の把握
◆応急復旧対策（←被害想定）

◆耐震強化岸壁の強化・整備

みなと機能継続計画（みなとBCP）

BCP協議会を設置・検討中

◆情報伝達⼿段 確⽴
（ソフト・ハード両⾯）

課題を抽出 ハード対策に展開

ソフト対策 ハード対策
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

災害発生

避難

被害状況調査・連絡

本格復旧・復興

参集・緊急体制

緊急物資
受入

通常物流
再開

応急復旧

災
害
発
生
か
ら
施
設
復
旧
ま
で
の
時
間
目
標
を
設
定
す
る

港 名 日 付 会 議 名 等 備 考

清水港

H25.7.8
H25.12.4

H26.2月頃
H26.3月頃

第1回 清水港防災対策連絡協議会
第1回 ＢＣＰ検討部会

・避難誘導小部会
・緊急物資小部会
・コンテナ小部会

第2回 ＢＣＰ検討部会
第2回 清水港防災対策連絡協議会

・多数ある既存防
災組織の整理

・多種多様な関係
者に対応するため、
各種部会・小部会
を設置

田子の浦港

H25.9.24
H26.1月頃
H26.3月頃

第1回 田子の浦港防災対策連絡協議会
第2回 田子の浦港防災対策連絡協議会
第3回 田子の浦港防災対策連絡協議会

・全3回を予定

・関係者が限られる
ので、すべて協議
会で検討

御前崎港

H25.12下旬
H26.3月頃

第1回 御前崎港防災対策連絡協議会（仮）
第2回 御前崎港防災対策連絡協議会（仮）

・全2回を予定

・関係者が限られる
ので、すべて協議
会で検討

焼津漁港

H25.11.14

H26.1月頃

H26.3月頃

第1回 焼津漁港事業継続計画策定にかか
る検討部会
第2回 焼津漁港事業継続計画策定にかか
る検討部会
第3回 焼津漁港事業継続計画策定にかか
る検討部会

・全3回を予定

・組織は昨年度か
らの継続

・昨年度は市場機
能の検討

その他
港湾・漁港

H25年度中 港湾・漁港の津波避難計画（案）作成

・被害想定（被災規模、状況）
・復旧の目標を設定
・実現可能な対策を検討（ソフト中心）
・確実な避難（避難誘導計画）
・緊急時の体制を整理・確立
・各港の実情に合った計画とする
（同じものにはならない）

県内各港のBCP協議会実施状況および今後の予定

・主要4港（清水港・田子の浦港・御前崎港・焼津漁港）では、本年度各3回程度の協議会、検
討会を実施し、みなとBCPの骨子を作成する。協議会形式は各港の規模、実情による。
・その他港湾・漁港では避難誘導計画（案）を平成25年度に作成。
・主要4港を除く防災拠点港湾については平成26年度に同様な協議会を設置する。
・以降、継続的に活動し、更新を繰り返す。

災害発⽣後の対策フロー
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

応急復旧対策 検討中 事例①

・取扱貨物や想定津波が類
似する港湾の被災事例を
調査

・被災状況や復旧状況を静
岡県の港湾にあてはめ、
いかに早く復旧するかを検
討する

・施設ごとに標準的な復旧
期間を設定

・対策を講じることで復旧期
間を短縮できるかを検討
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

応急復旧対策 検討中 事例②

・被災事例を参考に、応急復旧の工法を事前に想定
・復旧方針決定、工事着手の迅速化を図る
・応急復旧資材の備蓄計画へ反映
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》
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１．１ 整備構想の重点テーマ

①避難・防護対策の拡充

整備案①：日の出埠頭 展望広場の設置

・⽇の出4・5号上屋 撤去（物流機能 移転）
⇒跡地に津波避難施設を兼ねた展望広場を整備

●フェリーや旅客船の就航で多くの⼈でにぎわう
⽇の出埠頭において津波避難対策を強化

⽇の出4号岸壁
（耐震強化岸壁）

⽇の出5号岸壁
（耐震強化岸壁）

⽇の出4号上屋 ⽇の出5号上屋

整備案②：袖師埠頭 避難タワー設置

臨海部防災拠点
の形成

興津11 14号岸壁
（耐震強化岸壁）

地震・津波避難誘導計画（案）
 清⽔港新興津 興津 袖師地区 

（出典）H23年度 清⽔港地震対策連絡会議資料（清⽔港管理局）

【避難施設・避難ルートの整備】【避難施設・避難ルートの整備】 【船舶及 滞留者等 避難対策 強化】【船舶及 滞留者等 避難対策 強化】

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

②緊急対応⼒ 強化
【緊急物資輸送⽤耐震強化岸壁等の整備】【緊急物資輸送⽤耐震強化岸壁等の整備】

●被災後 緊急物資 避難⺠ 啓開⽤重機等 受 ⼊     耐震強化岸壁    ⽀援物資 
仕分  保管 避難       利⽤  広場 臨海部 内陸部 結 緊急物資輸送道路等 形
成 不可⽋    

●今後は、第4次地震被害想定    設定   緊急物資量    、緊急物資輸送⽤の耐震強
化岸壁需要の再点検 ⾏  不⾜する施設については早期整備を進め、防災体制の強化を図る。

期間別・県内地域ブロック別の1⽇    緊急物資総輸送量
（⾷料 ⽣活必需品＋応急復旧資機材）

   ⽇ 地域    別緊急物資総輸送量
（発災4 6⽇後の1⽇）

   ⽇ 地域    別緊急物資海上搬⼊量

海上輸送分担率
（東名⾼速道路 活⽤困難    ）

市町村別緊急物資海上搬⼊量

市町村別⼈⼝⽐率

地震防災港湾別緊急物資海上搬⼊量

・緊急物資海上輸送ネットワークの考え⽅
・地震防災港湾の背後圏の考え⽅

   規模別取扱能⼒(t/B・⽇)

緊急物資輸送⽤バース必要数

第3次地震被害想定に基づく県内地震防災港湾の耐震バース需要算定フロー

第4次地震被害想定
内容  ⾒直 

愛知県

神奈川県

静岡県

金
谷
御
前
崎
連
絡
道
路

伊
豆
縦
貫
自
動
車
道

中
部
横
断
自
動
車
道

三
遠
南
信
自
動
車
道

新東名高速道路

東名高速道路 大井川港

富士山
静岡空港

名古屋

東京

地頭方漁港

田子漁港

用宗漁港

緊急物資1次輸送

緊急物資2次輸送

緊急物資1次
搬入

緊急物資1次搬入

緊急物資
1次搬入

緊
急

物
資

1
次

搬
入

※緊急物資海上輸送ネットワークは、第4次地震被害想定による緊急物資量をもとに再検討する。

【静岡県の緊急物資海上輸送ネットワーク】
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

③物流機能継続性 確保
【産業活動維持⽤の耐震強化岸壁等の確保】【産業活動維持⽤の耐震強化岸壁等の確保】

●周辺地域 産業活動 維持継続    早期復旧 事業再開 寄与     
産業活動維持⽤の耐震強化岸壁を新たに確保する。

●震災後 県内産業 速   ⽴ 上          
●耐震バースの計画・整備にあたっては、「港湾における地震・津波対策のあり⽅

（答申）H24年6⽉13⽇ 交通政策審議会」において提⽰された耐震強化岸
壁の配置や整備の考え⽅を踏まえ検討する。

H24.2現在

（-14）280m →（-14）330m
   ⻑延伸

［耐震］

将来拡張エリア

（-14）330m
耐震強化

御前崎港⻄埠頭

⻄埠頭1・2号岸壁
(-12)510m 2B

【耐震改良】

清⽔港富⼠⾒埠頭

新興津新規岸壁
(-15)350m 1B
(-12)250m 1B

【新設】

清⽔港新興津埠頭

※計画実現      船舶航⾏安全対策調査検討 要  ※計画実現      船舶航⾏安全対策調査検討 要  

⻄埠頭新規岸壁
(-14)330m 1B

【新設】
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（２）防災 危機管理 Safety 《安全》

③物流機能継続性 確保
【駿河湾港内  物流機能       体制 強化】【駿河湾港内  物流機能       体制 強化】

●駿河湾港内でのコンテナ取扱に関わるバックアップ体制を強化する
   御前崎港⻄埠頭          2バース⽬を耐震強化
岸壁として整備する。

●早期復旧 想定   御前崎港     被災  清⽔港  
   貨物 代替  県外港  流出 最⼩限 ⾷ ⽌   

×
×

京浜港代替へ

被災後
代替機能

不⾜

被災後
機能不全

【バックアップ体制未整備【Without時】

×

京浜港代替
最⼩化

バックアップ
機能保持

【バックアップ体制確保【With時】

被災後
代替機能

不⾜
御前崎港利⽤

H24.2現在

（-14）330m
［耐震］

将来拡張エリア

（-14）330m
【耐震強化】

コンテナ
ターミナル

⼥岩地区⻄埠頭          連続2バース化
●（-14）330m 1B 【既設改良】
●（-14）330m 1B（コンテナ船⽤）【新規】

御前崎港外貿コンテナターミナル耐震強化整備計画

④広域連携への対応
【⾸都圏被災時のバックアップ体制の構築】【⾸都圏被災時のバックアップ体制の構築】

清⽔港富⼠⾒埠頭

●既定計画（-12)250m 2B
⇒ (-15)350m 1B、(-12)250m 1B     規格 変更  
⾸都圏コンテナ貨物のバックアップ機能として港湾施設を強化する。
（⼤⽔深    必要   欧⽶航路貨物 代替機能 確保）

清⽔港新興津埠頭

⾸都圏被災時のコンテナ代替機能として
バックアップ体制の構築

※計画実現      船舶航⾏安全対策調査検討 要  

●東⽇本⼤震災発⽣後の⽀援活⽤を通じ、港湾相互の広域的なバックアップ
体制及 被災地外    物資集積拠点 確保 重要性 認識    

●⼤規模震災発⽣時 ⾏ 場 失 多      貨物に対して、代替機能及
び代替輸送ルートの確保へ向けた広域バックアップ体制（特に⾸都圏京浜港
のバックアップ）の構築を図る。
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県道223号駿河湾ﾌｪﾘｰ

(清⽔港 ⼟肥港)

１．１ 整備構想の重点テーマ

（３）交流 ⽣活 環境 Spark 《活気》 －３港 個性 活   魅⼒            創出－

①交流機能 強化（       港   ）
【外内航クルーズ船等受⼊体制の強化】【外内航クルーズ船等受⼊体制の強化】

【湾内海上ネットワークの構築と対応施設の確保】【湾内海上ネットワークの構築と対応施設の確保】

●湾内⻄岸地域 ⻄伊⾖地域 港湾 結 駿河湾横
断の海上交通ネットワークを強化し、静岡空港インバウ
ンドを取り込み、伊⾖半島の観光振興を図る。

⽇の出4号岸壁
（耐震強化岸壁）

⽇の出5号岸壁
（耐震強化岸壁）物流機能 移転  本格的 

旅客船埠頭 利⽤転換

●清⽔港において国内外クルーズ船の専⽤ターミナルを整備。
●⽥⼦ 浦港 御前崎港      貨物埠頭 利⽤      誘致策

を展開する。
⇒国内外    船 誘致 促進  臨海部     創出  駿河湾

海上ネットワークへ接続による伊⾖半島の観光活性化に貢献する。
※清⽔港客船誘致委員会    静岡市⺠      実施

 割安価格 市⺠ 提供  清⽔港   ⾝近 感        ⽬的
・H25.3 ⼩笠原     H26.4沖縄・台湾・清⽔(富⼠⼭)予定

H24.6
博多港から⼣刻出港する「ボイジャー オブザシーズ」
（14万トン 全⻑311m 必要⽔深10m程度）

H24.8 ⽥⼦の浦港に⼊港する「ふじ丸」

伊
⾖
半
島
の
観
光
振
興

静
岡
空
港
イ
ン
バ
ウ
ン
ド

湾内海上ネットワークの構築

富⼠⼭・三保松原 世界⽂化遺産登録（H25年6⽉）

・三保松原の観光⼊込客数の増加
※6⽉の登録直後の週末(29、30⽇)の観光客数は、登

録前(５⽉25、26⽇)より20％増（静岡市調べ）
・増加が期待される観光客の駿河湾    利⽤     

運賃割引サービスの実施（期間限定）
※H25.5.7 6.30：3,214台 前年同期⽐229％増
（第１弾）第２弾はH25.8.26 12.27実施中
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（３）交流 ⽣活 環境 Spark 《活気》

■清⽔港⽇の出・江尻地区のにぎわい整備プラン

日の出埠頭

富士見
埠頭

清水
埠頭

江尻埠頭

江尻地区
⽔産 交流
拠点ゾーン

交流空間

外内貿バルク貨物
取扱機能の移転

⽤途転換

交流   拡⼤

●外内航クルーズ船等の受⼊体制の強化
⇒ 旅客船埠頭化、クルーズ船誘致

●交流 観光施設 拡充
⇒ 撤去跡地に展望広場を整備し、景観に配慮した

憩いの場とする（緑地公園）
⇒ クルーズ船⾒学 貨物船 荷役等 物流活動 

観光資源化

清⽔駅前再開発

【交流 観光施設 拡充】【交流 観光施設 拡充】
①交流機能 強化（       港   ）

⽇の出地区
交流拠点   

交流    連続性
（江尻と⽇の出）

展望広場
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（３）交流 ⽣活 環境 Spark 《活気》

ふじのくに⽥⼦の浦みなと公園
（完成イメージ図）

晴  ⽇ 富⼠⼭ ⼤型貨物船 航⾏

●船舶の観光資源化
→⼤型貨物船 航⾏ 間近 ⾒学可能
→船舶の⼊出港情報を常時発信
（みなと公園の掲⽰板、IT活⽤ 等）

漁港区
●漁港区 海浜緑地      道路 改良

→遊歩道 ⾃転⾞道 設置

富⼠埠頭

■⽥⼦の浦港富⼠地区のにぎわい整備プラン

海辺の展望広場
からの眺望

●⽔産イベント対応空間の確保

⽥⼦の浦港のしらす祭り

展望広場
からの眺望

●     復活
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１．１ 整備構想の重点テーマ

（３）交流 ⽣活 環境 Spark 《活気》

御前崎地区

御前崎
⿂市場

御前崎
漁港

下岬地区

マリンパーク
御前崎

●漁港区 含  交流 観光機能 利⽤転換
⇒⽔産振興による賑わい空間の創出
⇒⽔産業６次産業化（観光資源の創出）

⽔産業
6次産業化

御前崎観光物産・海鮮会館
（なぶら館・なぶら市場）

■御前崎港御前崎・下岬地区のにぎわい整備プラン

●湾内海上交通ネットワーク機能の形成
⇒伊⾖⽅⾯とのフェリー・旅客船発着施設の整備

海域活⽤
ゾーン

御前崎かつお祭り

●⼈⼯海浜を核としたにぎわいの創出
⇒ 御前崎オートキャンプ場、ウインドサーフィン

●貨物船、荷役等の観光資源化
⇒貨物船 荷役等 物流活動 観光資源化
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１．１ 整備構想の重点テーマ

②プレジャーボート収容施設の確保
（３）交流 ⽣活 環境 Spark 《活気》

③港湾における再⽣可能エネルギー事業の導⼊促進（みなとの新たな可能性）
【再⽣可能      利⽤促進】

●臨海部 未利⽤地 活⽤  再⽣可能      
導⼊を推進する。

●港湾 利⽤  電⼒ 再⽣可能      賄  
コなみなとづくりを推進する。

⾵⼒等 発電施設及 蓄電設備   電⼒供給         

平常時
●港湾の各施設へ、再⽣可能エネルギー発電設備による

電気を供給し、低炭素化を推進
●不⾜分  ⼀般系統  補充 余剰分 売電

⾮常時
(停電時)

●各港湾施設  蓄電池  電⼒ 受  
●再⽣可能     発電   電⼒  蓄電池 充電

に充てる

御前崎港
洋上⾵⼒発電

導⼊計画

（出典）中部電⼒Webサイト 公表資料  抜粋

■中部電⼒                図

【太陽光発電施設】 清⽔港内

※Webサイト「静岡アットエス」2012/10/25 より抜粋
 越波型波⼒発電 相良港 御前崎港海域 実証実験  

【越波型波⼒発電 実証実験】
相良港 御前崎港海域

【プレジャーボート収容施設等の機能強化】

●清⽔港      折⼾地区     PB⼀⼤収容エ
リアとして整備を進め、海洋レジャー産業の導⼊も含めた
海洋性レクリエーション活動の拠点づくりを⽬指す。

●⽥⼦の浦港においては、既定計画どおり依⽥橋地区の
船    整備  沼川両岸 係留艇 全 収容   

●御前崎港     整備 利⽤促進 図り、海洋レ
ジャー産業の導⼊とあわせて、マリーナ機能を中⼼とした
海洋性スポーツ拠点を形成する。

●地⽅港も含めて駿河湾内の各港をクルージングできるよ
うな、駿河湾内のPB回遊ネットワークの仕組みづくりを
検討する。

中央地区

依田橋地区

【新規計画】
○依田橋小型船だまり　（９７隻）

物揚場 ：(-2)51m
埠頭用地： 0.7ha 
→ 依田橋水面貯木場埋立地を利用

【清⽔港折⼾地区】
●静穏⽔域を活⽤した⼀⼤PB収容拠点

清⽔港のPB収容計画（既定計画：収容想定隻数1,300隻）

⽥⼦の浦港のPB収容計画（既定計画）
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１．２ 空間利⽤構想

■基本理念
 今後 駿河湾港 空間利⽤  既存空間 最⼤限 利活⽤     原則    
 新  埋 ⽴ 等 開発  県経済 発展 県⺠⽣活 安定 必要不可⽋    限定    規模 必要最⼩限 
とどめるものとする。

    港湾空間 利活⽤ あた    良好 ⾃然環境 保全 ⼗分 配慮       港湾利⽤   遊休化  空
間      地域住⺠     踏    新  利活⽤ ⾃然環境再⽣等 ⾏       

■基本理念
 今後 駿河湾港 空間利⽤  既存空間 最⼤限 利活⽤     原則    
 新  埋 ⽴ 等 開発  県経済 発展 県⺠⽣活 安定 必要不可⽋    限定    規模 必要最⼩限 
とどめるものとする。

    港湾空間 利活⽤ あた    良好 ⾃然環境 保全 ⼗分 配慮       港湾利⽤   遊休化  空
間      地域住⺠     踏    新  利活⽤ ⾃然環境再⽣等 ⾏       

【空間利⽤ 基本⽅針】

港湾別 空間利⽤⽅針

清⽔港 ・市街地に近接した空間の特性を踏まえ、混在・分散化した機能を再編・集約化していくものとする。
 新興津及 興津      袖師及 富⼠⾒        物流機能 集約 拠点化 図  江尻 ⽇
 出 交流空間 折⼾          ⾃然再⽣空間               空間利⽤  再編 
進める。

⽥⼦の浦
港

 狭隘 空間 機能 集積    ⽥⼦ 浦港  空間利⽤ 再編 集約化  限界    
      現状 空間利⽤ 前提  最⼤限 機能発揮    利活⽤ ⽬指  

御前崎港  御前崎港 ３港 中  最 開発余⼒ 残 港湾    将来 情勢変化 睨      開発空間 
留保          

 物流需要 変化 中 遊休化    物流空間      地域振興 貢献  交流 新産業等 空
間へ積極的に転換していくものとする。

 多  利⽤者      ⾒  海浜緑地空間    環境 維持          
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清⽔港 ⻑期空間利⽤構想図
１．２ 空間利⽤構想

・新興津 興津地区 外内貿     袖師地区及 富⼠⾒地区
    貨物 江尻地区 ⽔産品 中⼼ 取 扱 物流関連  
ンとする。

・江尻地区から袖師地区第１埠頭は、県中部地域へのエネルギー
供給基地として、エネルギー関連ゾーンとする。

・江尻地区及び⾙島地区は⽣産ゾーンとする。
・⽇の出地区及 江尻地区奥部  交流拠点       
・三保地区及 折⼾地区 興津地区第１埠頭奥部 新興津地区

 北側海岸線  緑地               。
・この  三保地区 折⼾地区 新興津地区北側 船   関連

ゾーンとする。
・⾙島地区の遊休⼯業⽤地は、太陽光発電等の導⼊を促進する

再⽣可能エネルギーゾーンとする。
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⽥⼦の浦港 ⻑期空間利⽤構想図

１．２ 空間利⽤構想

・中央地区及 富⼠地区 鈴川地区 鈴川埠頭 依⽥橋地区  背
後企業 ⽣産活動 ⽀  物流関連       

・中央埠頭及び依⽥橋地区の背後は⽣産ゾーンとする。
 鈴川地区 航路右岸  県東部      供給基地      

ギー関連ゾーンとする。
・富⼠地区富⼠埠頭の漁港と接するエリアは、”しらす祭り”等の⽔産関

連     空間 確保    漁港 ⼀体的  ⽔産 交流拠点
ゾーンとする。

・港⼝地区左右の海岸は、整備中のふじのくに⽥⼦の浦みなと公園を核
とし、海浜や緑地の整備を促進する緑地・レクリエーションゾーンとする。
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御前崎港 ⻑期空間利⽤構想図
１．２ 空間利⽤構想

 ⼥岩地区⻄埠頭及 御前崎地区⼯業⽤地⻄側 、外内貿コンテナや完成⾃
動⾞ ＲＯＲＯ貨物、循環資源貨物 取 扱 物流関連       

・御前崎地区の⼯業⽤地並びに⽔⾯貯⽊場は、⽣産ゾーンとする。
・御前崎地区 中央埠頭  東埠頭     地区  物流機能 ⼥岩地区 

移転し、既存 観光 交流施設 漁港機能 活   ⽔産 交流       
・御前崎地区中央埠頭 陸側  港湾業務関連       
 ⼥岩地区 御前崎    及 御前崎地区⼯業⽤地 陸側 下岬地区  海

洋レジャー・スポーツや憩いの空間として緑地・レクリエーションゾーンとする。
・防波堤に沿った外港海域  洋上⾵⼒発電事業等を推進する再⽣可能エネル

ギーゾーンとする。
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１．３ 駿河湾港の将来像

【駿河湾港の果たすべき役割 3つのＳ】

・物流・産業機能は、”Ｓｕｐｐｏｒｔ＝⽀援”をキーワードに、「本県の地域経済と産業（雇⽤）を⽀える」、「本県や周辺都県へエネ
    ⾷料 ⽣活物資 安定供給する」、「⼤都市圏の負荷を軽減する」ことを役割とした。

・防災 危機管理機能は、”Ｓａｆｅｔｙ＝安全”をキーワードに  県⺠の暮らしの安全・安⼼を守る（減災対策の促進）」、「本県の
産業活動を継続させる」、「災害時における広域⽀援機能を果たす」ことを役割とした。

・交流・⽣活・環境機能は、”Ｓｐａｒｋ＝活気”をキーワードに、「湾内定期船やクルーズなど多様な海上交通を⽀える」、「快適な就
業・⽣活環境を提供する」、「駿河湾の豊かな⾃然環境を保全・継承する」ことを役割とした。

【駿河湾港 将来像 構築 向   基本理念】

・20世紀の世界経済は、欧⽶を中⼼とした先進国によりリードされてきたが、21世紀に⼊り、中国を代表とする新興国の台頭に代表されるように、
経済勢⼒図 中 新興国     が⾶躍的に⾼まった。

・これ 伴   世界 貿易構造 中国 中⼼   構造 変化       中 国際海上    輸送 顕在化        我 国 港湾
 相対的地位 低下   今後  依然   ⾼ 経済成⻑ 維持  中国 加           東南   諸国 次代 成⻑国家  
て期待されており、世界経済は先進国から新興国へ完全に重⼼を移していくことになる。

・⼀⽅ 国内  ⼈⼝減少 少⼦⾼齢化時代 本格化  国内市場 縮⼩ 確実視   中  我 国企業 投資 新  成⻑国家 向 
       貿易量全体 減少 原材料輸⼊  製品輸⼊ 貿易構造 変化       予想   。

・このように、我が国も、そして我が国を取り巻く世界も「新しい時代」を迎えつつある。その中にあって駿河湾港は、”知恵と⼯夫”により３つの
役割を確実に果たす「Smart ・ Port」として、静岡県の持続ある発展を⽀えるとともに、国⼟ 中央   地理的      を活か
してその機能を広域に発揮し、「新しい時代にふさわしい⽇本の⽞関」を⽬指すものとする。

【駿河湾港の将来像】

－ 新しい時代にふさわしい⽇本の⽞関 －
Smart ・ Port SURUGAWAN 『 スマート・ポート 駿河湾 』
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駿河湾港の将来像（⻑期構想）
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【駿河湾港の将来像】
－　新しい時代にふさわしい日本の玄関　－

Smart・Port SURUGAWAN

『スマート・ポート 駿河湾』

【防災・危機管理】

Safety
《安全》

【交流・生活・環境】

Spark
《活気》

【物流・産業】

Support
《支援》

【方向性】
○オール静岡県と内陸県をターゲットとしたコンテナの国際物流拠点
○県内産業の国際競争力強化に向けた航路の維持・拡充
　（欧米基幹航路・アジア域内航路）
○世界的なバルク船舶の大型化への対応

【方向性】
○背後産業の原材料・エネルギーの輸入供給拠点
○清水港の連携による穀物輸送の拠点化

【方向性】
○特定のニーズを掘りおこす航路サービスの提供
○背後圏産業を支える完成自動車の輸出拠点
○内貿ユニットロードの拠点
★背後の土地利用におけるポテンシャル（企業誘致）

駿河湾の中心に位置する
静岡県の国際ゲートウエイ

県東部の産業を支える

バルク貨物の拠点港

【方向性】
○地震・津波対策の強化と清水港ＢＣＰの策定
○産業活動継続のための外内貿コンテナ機能の維持
○県都を支える緊急物資輸送機能の強化
○石油配分基地の供給機能の維持
○首都圏被災時のバックアップ体制の構築

静岡県中部の防災拠点

【方向性】
○地震・津波対策の強化と御前崎港ＢＣＰの策定
○利用企業の活動継続のための物流機能の維持
○背後地の緊急物資輸送機能の強化

御前崎港
静岡県西部の防災拠点

【方向性】
○地震・津波対策の強化と田子の浦港ＢＣＰの策定
○背後産業の活動継続のための物流機能の維持
○背後地の緊急物資輸送機能の強化
○石油配分基地の供給機能の維持

【方向性】
○“ふじのくに”の海の玄関機能の拡充
○広域観光ネットワークの核としての機能拡充
○水際線開放の促進と親水空間の拡充
○港内環境の向上、環境負荷の低減
○建設発生土の受入空間の確保

世界や全国と繋がる

国際・広域観光交流拠点

【方向性】
○“ふじのくに”の海洋レジャー拠点としての機能拡充
○駿河湾海上観光ネットワークの基地の確保
○観光交流機能の拡充
○建設発生土の受入空間の確保
○再生可能エネルギー施設の導入空間の確保

【方向性】
○水産業を核としたにぎわい空間の創出
○駿河湾海上観光ネットワークの基地の確保
○環境保全事業の拡充・推進
○地域の憩いの空間の拡充

県西部のものづくり産業を

支える物流拠点

環境再生モデル港湾

地域アメニティ拠点

御前崎港
自然を活かした

海洋性レクリエーション拠点

田子の浦港
静岡県東部の防災拠点

広
域

観
光

ネ
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ク
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